
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
測
定
及
び
そ
の
記
録
）

（
測
定
及
び
そ
の
記
録
）

第
三
十
六
条

事
業
者
は
、
令
第
二
十
一
条
第
七
号
の
作
業
場
（
石
綿
等
（
石
綿
障

第
三
十
六
条

事
業
者
は
、
令
第
二
十
一
条
第
七
号
の
作
業
場
（
石
綿
等
（
石
綿
障

害
予
防
規
則
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
一
号
。
以
下
「
石
綿
則
」
と

害
予
防
規
則
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
一
号
。
以
下
「
石
綿
則
」
と

い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
石
綿
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る

い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
石
綿
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
及

も
の
及
び
別
表
第
一
第
三
十
七
号
に
掲
げ
る
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
も
の

び
別
表
第
一
第
三
十
七
号
に
掲
げ
る
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
も
の
を
除
く

を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
第
一
類
物
質
（
令

。
）
に
つ
い
て
、
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
第
一
類
物
質
（
令
別
表
第

別
表
第
三
第
一
号
８
に
掲
げ
る
物
を
除
く
。
）
又
は
第
二
類
物
質
（
別
表
第
一
に

三
第
一
号
８
に
掲
げ
る
物
を
除
く
。
）
又
は
第
二
類
物
質
（
別
表
第
一
に
掲
げ
る

掲
げ
る
物
を
除
く
。
）
の
空
気
中
に
お
け
る
濃
度
を
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

物
を
除
く
。
）
の
空
気
中
に
お
け
る
濃
度
を
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
健
康
診
断
の
実
施
）

（
健
康
診
断
の
実
施
）

第
三
十
九
条

事
業
者
は
、
令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
業
務
（
石
綿
等
の
取

第
三
十
九
条

事
業
者
は
、
令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
業
務
（
石
綿
等
の
取

扱
い
若
し
く
は
試
験
研
究
の
た
め
の
製
造
又
は
石
綿
分
析
用
試
料
等
（
石
綿
則
第

扱
い
又
は
試
験
研
究
の
た
め
の
製
造
に
伴
い
石
綿
の
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
場
所
に

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
石
綿
分
析
用
試
料
等
を
い
う
。
）
の
製
造
に
伴
い
石
綿

お
け
る
業
務
及
び
別
表
第
一
第
三
十
七
号
に
掲
げ
る
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱

の
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務
及
び
別
表
第
一
第
三
十
七
号
に
掲
げ

う
業
務
を
除
く
。
）
に
常
時
従
事
す
る
労
働
者
に
対
し
、
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲

る
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
を
除
く
。
）
に
常
時
従
事
す
る
労
働
者
に

げ
る
業
務
の
区
分
に
応
じ
、
雇
入
れ
又
は
当
該
業
務
へ
の
配
置
替
え
の
際
及
び
そ

対
し
、
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
業
務
の
区
分
に
応
じ
、
雇
入
れ
又
は
当
該
業

の
後
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
期
間
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
同
表
の
下
欄
に

務
へ
の
配
置
替
え
の
際
及
び
そ
の
後
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
期
間
以
内
ご
と
に
一

掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

回
、
定
期
に
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）


